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　中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談、講習会、セミナーなどを中心に、中小企業等の支援を
行っている京都発明協会の行事をご案内します。

弁理士による知的財産相談会（無料）
　知財の専門家である弁理士が、特許・商標等の出願から権利取得に至るまでの手続、類似技術や類似名称の調査、ライセンス契約、
海外展開における注意点等の知的財産全般について無料でご相談に応じます。

◉日　　時　偶数月の原則第２火曜日　◉相談時間　１３:００～１６:００　◉日　　程　12月14日・2月8日 草地　邦晴 氏

場 所／京都発明協会 相談室

弁護士による知的財産相談会（無料）
　知財を専門分野とする弁護士が、自社製品の模倣品が出回った際の対策、知的財産に関する契約への助言、侵害警告を受けた場合
の対応、知的財産を巡る訴訟、権利活用上の留意点等の知的財産に関する問題について無料でご相談に応じます。

場 所／京都発明協会 相談室

前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。
申込み、お問い合わせ先

一般社団法人 京都発明協会 TEL：075-315-8686　FAX：075-321-8374 〔https://kyoto-hatsumei.com/〕
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134　京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画連携係　TEL：075-315-8635  E-mail：kikaku@kptc.jp

京都発明協会からのお知らせ

　特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課題について幅広く相談を受け付け、窓口に配置する知財アドバイザーのほか、
知財専門家（弁理士・弁護士等）や関係する支援機関と連携して解決に向けたアドバイスを無料で行います。

◉場　　所　京都発明協会 相談室
◉日　　時　毎週月曜日から金曜日
 （祝祭日、お盆休み、年末年始を除く）
◉相談時間　9：30～12：00 ＆ 13：00～16：30

◉場　　所　京都経済センター
 （窓口/JETRO京都・京都海外ビジネスセンター）
◉日　　時　11月10日・12月1日・1月12日
◉相談時間　１３:３０～１６:３０

知財アドバイザーによる知的財産相談会（無料）

11月  4日 佐野　禎哉 氏
11月11日 三宅　紘子 氏

12月  2日 宮澤　岳志 氏
12月16日 龍竹　史朗 氏

  1月  6日 河原　哲郎 氏
  1月20日 北東　慎吾 氏

◉日　　時　毎月木曜日2回　◉相談時間　13:00～16:00
◉日　　程

　京都発明協会では、中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に各種無料相談事業による支援を行っています。知的
財産権に関する相談について、京都府在住または勤務されている方、どなたでも相談可能です。

京都府知的財産総合サポートセンター事業（京都府委託事業）のご案内　相談無料

“電話相談・メール相談・ZOOMによるオンライン相談可能” 〈事前予約制、相談時間は原則1時間以内〉
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知的財産相談会の詳細情報は、
サポートセンターのサイトへ

　スタートアップエコシステム「グローバル拠点都市」として、京都府が選定されたことを踏まえ、
新産業開拓スタートアップ支援事業として「グローバル展開を目指す起業家等への知財戦略支
援窓口を設けました。

　本窓口は、グローバル展開を目指すスタートアップ企業等をサポートするため、各国の様々な知財法規に関する
知識と知財戦略のノウハウをもつ専門家による戦略策定から海外出願・侵害対策までを支援いたします。
ご相談は、京都発明協会までご連絡ください。TEL: 075-315-8686

　最新の技術情報の入手に役立つサイト「J-PlatPat」の講習会を開催中です。講習会では、特許情報を効率的に検索されたい
方を対象に利用方法や操作方法をわかりやすく解説します。

「第4回 海外データベースを活用した外国特許公報検索」
●日　　時　11月26日（金）13：30～16：00 （申込〆切日：11/19）
●内　　容　海外データ（各国特許庁）を活用した外国特許調査を始めたい方を対象としたコース
●講　　師　弁理士　北川 俊治 氏（京都発明協会 元 窓口支援担当者）
●受 講 料　京都発明協会会員無料　他府県発明協会会員 1,650円、非会員 3,300円/各回（税込）
●定　　員　20名（定員になり次第締め切り）
※詳細・お申込みは京都発明協会のHP、又は右記のQRコードをご覧ください。

令和3年度「知財勉強会」 オンラインセミナー  受講者募集中！
特許情報プラットフォーム（J-platpat）講習会

をもっと知りたい！
誰でも無料で利用できる

同軸度(◎)
「同軸度とは，データム軸直線と同一直線状にあるべき軸線の
データム軸直線からの狂いの大きさをいう。」（JIS B 0621）

　同軸度は、JISにおいて上記のように定義されており、データ
ム（基準となる軸（直線））に対して、評価対象の軸がどの程度正
確に同軸であるかを指定します。下記の図1は段付き円筒の同
軸度の図面指示と立体図の一例です。

データムの指示と評価対象
　図2の段付き円筒において、設計・加工・計測等の作業を行う
際に、データムと評価箇所を左右の径の小さい円筒のうち、左
側の円筒１の中心軸をデータムとした場合と、右側の円筒２の
中心軸をデータムにした場合において、同軸度にどのような差
が生じるのかを紹介します。

　円筒1の中心軸をデータムとした場合の同軸度は図3のよう
に「同軸度①」となります。

　これに対して、円筒2の中心軸をデータムに設定した場合の
同軸度は図4のように「同軸度②」となります。

　このように、同軸度を評価した際に、データムの設定の仕方
により、評価対象である同軸度の値に大きな差が生じることが
あります。
　したがって、設計の段階ではその部品・製品の機能を考慮し
てデータムを設定し、加工・計測等の各工程ではその指示に従
わなければなりません。
　今回は同軸度を例に解説しましたが、他の幾何公差において
もデータムの指示の確認の重要性は同じです。特に軸同士、平
面同士を評価する場合などは一度手を止めて、データム・評価
対象をしっかり確認することが重要です。

●お問い合わせ先／ 京都府中小企業技術センター 基盤技術課 設計計測係　TEL：075-315-8633  E-mail：keisoku@kptc.jp

幾何形状の評価におけるデータム設定の
重要性について（同軸度の例）

業務・相談
事例紹介

基盤技術課　大見 庸平

　幾何公差には、基準となるデータム指示が不要な単独形体である形状公差とデータム指示が必要な関連形体である姿勢公差・
位置公差・振れ公差が存在します。このうち、データム指示が必要な関連形体である直角度・平行度・同軸度などは、設計時のデー
タムの設定箇所・条件等が加工・計測結果へ及ぼす影響が大きくなります。今回は、データムの設定の仕方により、評価がどのよう
な影響を受けるのかを同軸度を例としてご紹介します。

図1　段付き円筒の同軸度

図2　同軸度を評価する段付き円筒（設計と完成品）

図3　左の円筒１の中心軸をデータムにした場合

図4　右の円筒２の中心軸をデータムにした場合

［ 設 計 ］ ［ 完成品 ］


